
各制度の主な関係条文

雇用保険法（昭和49年法律第116号）（抄）

（基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更）

第18条 厚生労働大臣は、年度（４月１日から翌年の３月31日までをいう。以下同じ。）の平均給与額（厚生労働省において作
成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当
たりの給与の平均額をいう。以下同じ。）が平成27年４月１日から始まる年度（この条の規定により自動変更対象額が変更さ
れたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度）の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、
又は低下した比率に応じて、その翌年度の８月１日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。

２～４ （略）

※ 具体的なスライド率は大臣告示で規定

雇用保険

労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号） （抄）

第８条の３ 年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額（以下この条において「年金給付基礎日額」とい
う。）については、次に定めるところによる。
一 （略）

二 算定事由発生日の属する年度の翌々年度の８月以後の分として支給する年金たる保険給付については、第８条の規定によ

り給付基礎日額として算定した額に当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度（当該月が４月から７月ま

での月に該当する場合にあつては、前々年度）の平均給与額（厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きま

つて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。

以下この号及び第16条の６第２項において同じ。）を算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準とし

て厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を年金給付基礎日額とする。

２ （略）

※ 具体的なスライド率は大臣告示で規定

労災保険

（別紙４）



各制度の主な関係条文

船員保険法（昭和14年法律第73号）（抄）

（障害年金等の額の改定）

第39条 休業手当金、障害年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第八条の
三第一項第二号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、その額
を改定することができる。

２ （略）

※ 具体的なスライド率は省令等で規定

船員保険

雇用保険法施行規則（昭和50年労働省令第３号）（抄）

（雇用調整助成金）

第102条の３ 雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
一～四 （略）

２ 雇用調整助成金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
一 前項第二号イに該当する事業主 当該事業主が判定基礎期間における同号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つ

た手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の二分の一（中小企業事業主にあつては、
三分の二）の額（その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本
手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額）に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額

二 前項第二号ロに該当する事業主 当該事業主が同号ロに規定する出向をした者に係る出向期間（以下この条において「支給
対象期間」という。）における賃金について同号ロの契約に基づいて負担した額（その額が当該出向をした者の出向前におけ
る通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、
当該通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額）の二分の一
（中小企業事業主にあつては、三分の二）の額（その額が基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の
日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対
象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額）

３～７ （略）
※ 基本手当日額は毎月勤労統計を参照

雇用調整助成金


